
審 査 基 準
基準の名称 雇用管理改善計画の変更の認定基準

法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要

中小企業における労働力の確保及び
良好な雇用の機会の創出のための ５－１ 雇用管理改善計画の変更の認定
雇用管理の改善の促進に関する法律

基 準 の 内 容

雇用管理改善計画の認定基準を準用する。
ただし、変更後の改善計画の実施期間は、変更前の改善計画の実施期間を含め、５年間（終期は５

年目の日を含む事業年度の末日まで）以内とする。


